
 

NPO 法人 アジア太平洋こども会議・イン福岡(APCC)主催 BRIDGE KIDS PROGRAMS 2026  

ボランティア参加登録 【保護者同意書】 

 
 

 
私は、保護者として、ボランティア参加者（以下、参加者）が下記の事項について同意し、ボランティア本登録完了日から BRIDGE KIDS 
PROGRAMS 2026 の事業終了（2027 年 3 月 31 日）まで、参加者が自らの意思でボランティアとして登録し、参加することに同意します。
なお、その際に発生しうる参加者個人に関することの一切の責任は、参加者及び保護者である私に存在することを理解しています。 

 
1. APCC の理念・目的、ボランティアとしての各自の役割を十分理解し APCC が行う事業目的達成のために協力します。 

さまざまな立場の人が目的達成のために行う活動を阻害するような言動は慎み、APCC が主催する事業の運営スタッフであることを常に自
覚して、責任ある行動をします。 

2. 宗教の布教目的・政治的目的・営利目的にあたる行動、及び APCC の名誉を傷つけるような行動をとりません。 
3. 実務上の連絡・返答は定められた期日内に必ず行います。また、止むを得ず急に会議等を欠席しなければならなくなった場合は、必ず連絡

を入れ、無断キャンセルは行いません。 
4. 高校生以下の生徒あるいは 18 歳未満の未成年については、下記 APCC 規定をもとに、保護者の同意（了承）を得て活動します。

また、活動中に本人が体調不良を起こした場合には、活動を中止し、保護者の送迎により帰宅します。 
 
 

 

5. 活動上知り得た情報（個人情報を含む）については秘密保持を厳守します。 

6. 活動中 APCC 側が撮影した写真や活動に関する記事の権利は APCC が保持し、そのホームページや印刷物において紹介することを承諾 
します。 

7. ボランティア活動保険に加入します。また、ボランティア活動中、ボランティア本人に関するいかなる損害・傷害、及び他人・物に対する賠償責 
任事故が生じても自らの責任で対処しなければならないことを理解しており、APCC には一切迷惑をかけません。 

 
8. 心身ともに健康な状態で活動に参加します。ボランティア活動に参加する上での体調等の管理は自己の責任にて行います。 
 
9. APCC に関係する全てのボランティア活動、部会活動における交通費・食費は全額自己負担であることを了承します。参加費が必要な活 

動については、事前に参加費を納入します。また当日欠席や参加キャンセルによって、キャンセル料が発生した場合には、APCC の規定に基 
づき、キャンセル料を負担します。 

 
10. 活動中は所定のボランティアのユニフォームを着用すること及びその費用は自己負担（1 枚 1,500 円）であることを了承します。 

 
11. 事業参加者（こども大使・シャペロン・ピース大使等、ホストファミリー、プログラム参加者など）、参加者保護者及び外部関係者に対しては､ 

運営スタッフとしての立場を理解して接します。 
 

12. ボランティア活動をする上で、社会の規律やマナーを守り、風紀を乱すことがないよう注意します。 
 

13. 参加登録に際して、参加者・保護者ともに、下記を表明、確約します｡ 
・現在及び将来に渡って、反社会的勢力及びそれと密接な関係のある個人・団体等と関係がないこと 
・禁錮以上の刑に処せられたことがないこと 
・児童福祉法の規定その他児童の福祉に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられたことがないこと 

 
 
 
 
上記の内容を全て確認し、保護者として、下記ボランティア参加者がAPCC の活動に参加することに同意します。 

また、万一、上記に反する行為、社会通念上 APCC の活動を行うことが不相当と認められる行為を行った場合、または、登録情報に

事実と異なる申告があった場合には、活動の自粛要請、または、APCC ボランティア登録から削除される場合があることを了承し、そ

の決定に異議をとなえません。 

 

記入日： （西暦） 20     年      月      日  

■ボランティア参加者 氏名
フ リ ガ ナ

(※自筆)                                    （学年） 中 ・ 高          年生   

■保護者氏名（※自筆）                              ○印    本人との関係（続柄）＿＿＿＿＿＿＿ 

（保護者の緊急連絡先 ※携帯電話）                      （保護者の連絡先メールアドレス） 

          ―          ―                                                                    
 

中高生 および 未成年ボランティアの活動時間（APCC規定） 

15 歳以下（中学生） 午後８時まで (宿泊を伴う活動には、参加不可) 

16 歳以上～18歳未満の未成年(※) 

(※2026 年 4 月 2 日時点で、18 歳未満の方) 
午後９時まで (宿泊を伴う活動に参加する場合は、保護者の同意が必須) 


